
議 第 １ 号

令和５年度山形市一般会計補正予算（第６号）

　令和５年度山形市の一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第 １条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ519,678千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ110,974,517千円とする。

２ 　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

　（繰越明許費の補正）

第２条　繰越明許費の追加は、「第２表　繰越明許費補正」による。

　　令和６年２月20日提出

山形市長　佐　藤　孝　弘　
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第１表　歳入歳出予算補正

歳　　　　　　　入

款 項 補正前の額 補　正　額 計

千円 千円 千円

15 国 庫 支 出 金 20,711,003 519,678 21,230,681

２ 国 庫 補 助 金 7,817,232 519,678 8,336,910

歳 入 合 計 110,454,839 519,678 110,974,517

歳　　　　　　　出

款 項 補正前の額 補　正　額 計

千円 千円 千円

３ 民 生 費 42,801,438 519,678 43,321,116

１ 社 会 福 祉 費 20,792,623 394,236 21,186,859

２ 児 童 福 祉 費 17,847,672 125,442 17,973,114

歳 出 合 計 110,454,839 519,678 110,974,517
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第２表　繰越明許費補正

　追　　　加

款 項 事 業 名 金 額

物価高騰対応重点支援給付金
給付事業（住民税均等割のみ
課 税 世 帯 分）

千円

３ 民 生 費 １ 社 会 福 祉 費  200,200 

２ 児 童 福 祉 費
物価高騰対応重点支援給付金
給 付 事 業（低 所 得 者 の
子 育 て 世 帯 加 算 分）

 25,191 
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